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はじめに 

本市には、市域の約半分の面積を森林が占めており、

一級河川である大野川、大分川が南北に還流しながら

別府湾に注いでいます。佐賀関半島周辺には秀逸な

景観のリアス式海岸が広がる豊かな自然環境に恵ま

れる一方で、臨海部には旺盛な産業活動を続ける工場

群とそれに近接する大規模市街地が展開する都市の

特性があります。 

これまで本市では、先人から受け継いできたかけが

えのない自然を守り、共生し、将来の世代へと引き継

いで行くため、2017（平成 29）年 3 月に改定した「第三次大分市環境基本計画」に

基づき、様々な取組を総合的・計画的に推進してきました。 

この間、地球温暖化による深刻な気候変動や生物多様性、環境汚染などの環境

危機が進行しており、それらに対応する新たな法律の制定や計画が策定されるなど、

環境行政を取り巻く状況は大きく変化しています。 

このような情勢の変化に対応するとともに、大分市総合計画等の趣旨を踏まえ、

本市における良好な環境の保全と創造に向けた環境行政を推進するため、このたび

「大分市環境基本計画」を第四次計画として改定しました。 

計画では、目指す環境像として、「自然と共生する 持続可能な環境都市 おおい

た」を掲げ、その実現に向けて取り組むべき諸施策などについて定めています。 

今後は、本計画に基づき、市民、市民団体、事業者など、様々な主体の皆様と連

携しながら、持続可能な環境都市の実現のため、取り組んでまいりますので、皆様

のより一層のご理解とご協力をお願い申し上げます。 

結びに、計画の改定にあたり熱心にご審議をいただきました大分市環境審議会

の委員の皆様をはじめ、貴重なご意見・ご提言をいただきました市民や事業者の皆

様に心からお礼申し上げます。 

 

2025（令和 7）年３月 

大分市長 足立 信也 
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